
 
 
 
 

田田田田田田田田  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 16 年 9 月 16 日 

第第第 田田第第第第第第第  
参考第第－１ 



目  次 

１． 田田第第田田田  

1.1 第第田自然条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1.2 第第田社第条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

２． 河田環境田田田 

2.1 環境田田田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  21 

2.2 区間毎田環境特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

2.3 生息生物田田田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

2.4 景観・歴史・文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

2.5 田田田特田田田田田田・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･ 39 

 

３． 治水田田田 

3.1 洪水被害田治水事業田経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･  41 

3.2 県管理区間にお田田治水事業田経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･  45 

3.3 堤防田整備田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  46 

3.4 洪水調節施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  50 

3.5 河道田田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  53 

3.6 高潮対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  62 

3.7 耐震対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

3.8 土砂動態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  66 

 

４． 利水田田田 

4.1 水利用田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  74 

4.2 水利用田経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  78 

4.3 河田第量田田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  90 

4.4 水利用田田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  101 

4.5 河田第量田漁獲量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   106 

4.6 正常第量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   109 

4.7 蓮ダム田利水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  110 

4.8 河田水質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  117 

4.9 蓮ダム田水質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   126 

 

５． 河田利用田田田 

5.1 高水敷等田田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  129 

5.2 水面田利用田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   130 

5.3 利用実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   131 



5.4 河田利用田田田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   133 

5.5 第第田市民団体田活動田況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   134 

5.6 ゴミ問田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   135 

 

６． 河田管理田田田 

6.1 河田管理施設田許可工作物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  137 

6.2 観測施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  142 

6.3 河田情報田高度化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  143 

6.4 防災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  144 

6.5 水質事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  147 

 

７． 祓田 

7.1 祓田田自然環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  148 

7.2 祓田田景観、歴史、文化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  149 

7.3 祓田田治水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  150 

 



1













7















14







17



18



19





21

２．河川環境の現状

2.1 環境の概要

（１）上中流部の環境

○1,000m級の山々が連なる上流部には、スギ、ヒノキの植林の間に、ブナの原生林

やモミ、シデなどの樹林が残存しており、
たかたき

高滝などの滝が点在する水辺には、三

重県指定の天然記念物であるオオダイガハラサンショウウオなど、山間の渓流に

棲む生物の生息がみられる。

○中流部は、大小の屈曲を繰り返して河岸段丘の谷間を流れ、至る所で岩盤が露出

するとともに、砂州や瀬・淵が連続し、水辺には 田川を代表するアユや、国指

定の天然記念物であるネコギギなどの魚類が生息している。

○このような上中流域の一帯は、
むろう

室生
あかめあおやま

赤目青山国定公園及び
かはだきょう

香肌峡県立自然公園に

指定されている。

みやのたにたかたき

宮の谷高滝

宮の谷は、高滝や
かざおれ

風折の滝と急峡な崖
があり、また原生林も残っており、渓
谷美だけでなく、自然観察の場として
も利用される。

つづらくま

九十九曲（ 田川本川中流部）

丘陵地帯の間を蛇行を繰り返しながら
流れ、様々な渓谷美を形成している。
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位置図（河川環境）



25

2.2 区間毎の環境特性

○ 田川の大臣管理区間における区間毎の環境特性を整理した。



区間毎の環境構成要素とその機能（河口～松名瀬付近；0.0～1.0k）

場 所 河口～松名瀬付近（0.0～1.0k 付近） 生態系の構造（イメージ）

・河口部には干潟が広がり、シギ、チドリ類をはじめとした鳥類の休息、採餌場となってい
る。

・伊勢湾の中でも珍しいまとまったハマボウ群落が存在し、積極的な保護が望まれる。

地点写真

特徴的な環境構成要素

干潟、砂丘、ハマボウ群落、ヨシ原
生物の状況
＜水域＞
○生息場として利用
［魚類］チチブ、

ボラ類等の汽水・海水魚等
ボラ
主に沿岸域で群
をなして生息す
るが、河口部に
も侵入し、浮遊
動物や付着藻類
を食する。

チチブ
汽水域を好み、
河口域や下流域
の石のすき間に
生息している。

○採餌場・営巣地として利用
［鳥類］
干潟を利用する鳥類
カモメ類（ウミネコ等）
シギ類（チュウシャクシギ、キアシシギ等）
チドリ類（ダイゼン等）

（シギ・チドリ類の休息地）

広い水面を利用する鳥類
カモ類（ヒドリガモ、マガモ等）

＜水際域～陸域＞
○植生
ハマボウ群落
河口付近の砂泥
地に生息し、７
月に見事な黄色
い花をつける。
まとまった群落
として伊勢湾の
中でも珍しく、
積極的な保護が
望まれる。

○生息場として利用
［底生動物］ゴカイ、ウミニナ
ゴカイ：砂泥中に生息し、デトリタスを食べる。
ウミニナ：干潟に生息。泥の表面を移動し、そ
の表面にたまっている有機物や植物プラン
クトンを食べる。

［陸上昆虫類］
沿岸に生息する昆虫類
ムスジイトトンボ、オオホ
シカメムシ、キバナガミズ
ギワゴミムシ、オオコフキ
コガネ等

海岸やその周辺では、これ
らの特殊な環境下だけに見
られるような昆虫が確認さ
れている。

河口部干潟

植生繁茂状況

ﾊﾏﾎﾞｳ等の海浜性の植生が見られるとと
もにこれらに依存する海浜性の昆虫類や
鳥類等の生息場となっている。

干潟にはｺﾞｶｲ等が生息し、ｶﾓ類や
ｼｷﾞ・ﾁﾄﾞﾘ類の鳥類の休息、採餌
場となっている。

春は潮干狩り、夏は海水浴、そして冬
はノリそだなどは、河口の風物詩とな
っており、レクレーションや生活の場
として利用されている。

カモメ類

ゴカイ、ウミニナ

採餌
シロチドリ、シギ類 採餌

ボラ、ハゼ類(汽水、海水魚）
干潟

干潮位

オオヨシキリ

ヨシ

干潟

ハマボウ

コアジサシ（営巣）

ゴカイ、ウミニナ

シロチドリ採餌

カモ類 採餌、休息）
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【提供：清水善吉氏】















区間毎の環境構成要素とその機能（佐奈川)（大峯橋下流～直轄区間上流端；2.8～5.4k 付近）

場 所 大峯橋下流～直轄区間上流端（2.8～5.4k付近） 生態系の構造（イメージ）

・河道の整備は全体的には進んでおらず蛇行した流れの中に自然の植
生が残されている。

地点写真

特徴的な環境構成要素
水辺の草地

生物の状況
＜水域＞
○生息場として利用
［魚類］ギンブナ等
ギンブナ
流れの緩やかなところを好んで生息している。
雑食性で底生動物、藻類のほかにプランクトン
を食する。

＜水際域～陸域＞
○植生

大峯橋上流付近にはウキヤガラ・マコモ群落が
あり、魚類などの産卵場や避難場所として利用
されている。また、水辺・湿地環境に生育する
ツルヨシ等が所々に分布している。

○生息場、営巣場として利用
［鳥類］ムクドリ、コサギ等

ムクドリ
主に樹洞に営巣する。また、ヨシ原や
ヤナギ林を集団ねぐらとして利用す
る。地上を歩いて昆虫等を食するほ
か、果実も食する。

（ウキヤガラ・マコモ）

落合橋下流

田子田橋下流

水面に突き出た樹林は、魚
類に落下昆虫等の餌や日陰
を提供している。

護岸が整備されている。
ﾑ ｸﾄ ﾘ゙、ｺｻｷ （゙休息、採餌）

ﾂﾙﾖｼ

草地
ｷ ﾝ゙ﾌﾅ
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2.3 生息生物の概要

○ 田川下流部の大臣管理区間では、河川水辺の国勢調査として生息生物の状況を

調査している。

○最新の河川水辺の国勢調査では、 田川下流部で、魚介類 58種、底生動物 259種、

植物 654種、鳥類 76種、両生類 6種、爬虫類 8種、哺乳類 9種、陸上昆虫類 1,028

種が確認されており、そのうち特定種は 59種である。

河川水辺の国勢調査による確認種数と特定種（ 田川下流部）
項 目 最新の調査年 確認種数 特定種

魚介類 平成 13 年度 21 科 58 種 ｽﾅﾔﾂﾒ､ｲﾁﾓﾝｼﾞﾀﾅｺﾞ､ｽｼﾞｼﾏﾄﾞｼﾞｮｳ小型種東海型､ｱ
ｶｻﾞ､ﾒﾀﾞｶ､ｶﾏｷﾘ､ｳﾂｾﾐｶｼﾞｶ

底生動物 平成 13 年度 127 科 259 種 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ､ﾏﾂｶｻｶﾞｲ､ｷｲﾛﾔﾏﾄﾝﾎﾞ､ﾋﾒｻﾅｴ
ｺﾌｷﾄﾝﾎﾞ､ﾖｺﾐｽﾞﾄﾞﾛﾑｼ

植物 平成 11 年度 119 科 654 種 ﾐｽﾞﾜﾗﾋﾞ､ｵｵﾊﾞﾉﾊﾁｼﾞｮｳｼﾀﾞ､ｶﾜﾗﾊﾝﾉｷ､ﾊﾏﾏﾂﾅ､ﾔﾅｷﾞﾉ
ｲﾉｺｽﾞﾁ､ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ､ﾐﾔｺｱｵｲ､ﾋﾒｶﾝｱｵｲ､ｲｼﾓﾁｿｳ､ﾀｺﾉｱ
ｼ､ﾕｷﾔﾅｷﾞ､ﾊﾏﾎﾞｳ､ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ､ｹﾔﾏｳｺｷﾞ､ﾊﾏｻｼﾞ､ﾐｿﾞｺｳ
ｼﾞｭ､ｶﾜﾁﾞｼｬ､ｶﾜﾗﾊﾊｺ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ､ﾌｸﾄﾞ､ｳﾗｷﾞｸ､ｼﾗｲﾄｿ
ｳ､ｱｲｱｼ､ﾅｶﾞﾐﾉｵﾆｼﾊﾞ､ﾐｸﾘ､ｼｵｸｸﾞ

鳥類 平成 10 年度 29 科 76 種 ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ､ｶﾜｳ､ﾁｭｳｻｷﾞ､ﾐｻｺﾞ､ﾁｭｳﾋ､ﾀﾏｼｷﾞ､ｼﾛﾁ
ﾄﾞﾘ､ﾀｹﾞﾘ､ｺｱｼﾞｻｼ､ﾔﾏｾﾐ､ｶﾜｾﾐ､ｵｵﾖｼｷﾘ

両生類 平成 14 年度 4科 6 種 －

爬虫類 平成 14 年度 5科 8 種 －

哺乳類 平成 14 年度 5科 9 種 －

陸上昆虫類 平成 12 年度 179 科 1,028 種 ｺﾌｷﾄﾝﾎﾞ､ﾂﾁｺﾞｷﾌﾞﾘ､ｱｵﾏﾂﾑｼ､ﾋﾒｼﾞｭｳｼﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ､ｹﾞ
ﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ､ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾅﾀﾞｶﾊﾞﾁ､ｵｵｻｶｻﾅｴ､ｸﾛｱｼｴﾀﾞﾄﾋﾞｹﾗ

特定種…豊かな自然の指標となる種、または生息数が減少し保護が望まれる種として、ある一定の基準を満たす

ものとして抽出された動植物の種。
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○
はちす

蓮ダム（貯水池及び流入河川、ダム下流部）では、魚介類 18 種、底生動物 250

種、植物 502種、鳥類 71種、両生類 9種、爬虫類 9種、哺乳類 15種、陸上昆虫

類 1,017種が確認されており、そのうち特定種は 57種である。

河川水辺の国勢調査による確認種数と特定種（蓮ダム）
項 目 最新の調査年 確認種数 特定種

魚介類 平成 14 年度 9科 18 種 ｱｶｻﾞ､ｶｼﾞｶ

底生動物 平成 14 年度 20 目 250 種 ﾋﾒｻﾅｴ､ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ､ﾑｶｼﾄﾝﾎﾞ､ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ

植物 平成 9年度 123 科 502 種 ｵｵﾊﾞﾉﾊﾁｼﾞｮｳｼﾀﾞ､ﾐﾔｺｱｵｲ､ﾊｶﾞｸﾚﾂﾘﾌﾈ､ｷﾞﾝﾘｮｳｿｳ､ｲ
ﾜﾅﾝﾃﾝ､ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ､ﾘﾝﾄﾞｳ､ｾﾝﾌﾞﾘ､ｲﾅﾓﾘｿｳ､ﾐｶｴﾘ
ｿｳ､ｲﾜﾀﾊﾞｺ､ｼﾗｲﾄｿｳ､ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ､ｻｻﾕﾘ､ﾅﾍﾞﾜﾘ､ｼｭ
ﾝﾗﾝ､ｱｹﾎﾞﾉｼｭｽﾗﾝ､ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ､ｸﾓｷﾘｿｳ､ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ､
ｷﾖｽﾐｺｹｼﾉﾌﾞ､ﾄｷﾜｼﾀﾞ､ｲﾇｼｮｳﾏ､ﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ､ﾍﾞﾝｹｲｿｳ､
ﾊｶﾞｸﾚﾂﾘﾌﾈ､ﾆｼｷｳﾂｷﾞ

鳥類 平成 13 年度 32 科 71 種 ｵｼﾄﾞﾘ､ﾊﾁｸﾏ､ｵｵﾀｶ､ﾊｲﾀｶ､ｸﾏﾀｶ､ﾔﾏﾄﾞﾘ､ｻﾝｼｮｳｸｲ､ｱｶ
ﾓｽﾞ､ｻﾝｺｳﾁｮｳ､ｶﾜｾﾐ､ﾔﾏｾﾐ､ｶﾜｳ

両生類 平成 10 年度 6科 9 種 ﾌﾞﾁｻﾝｼｮｳｳｵ､ﾀｺﾞｶﾞｴﾙ､ｶｼﾞｶｶﾞｴﾙ

爬虫類 平成 10 年度 5科 9 種 －

哺乳類 平成 10 年度 11 科 15 種 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ､ﾎﾝﾄﾞﾓﾓﾝｶﾞ､ﾆﾎﾝｶﾓｼｶ

陸上昆虫類 平成 10 年度 225 科 1,017 種 ﾊﾙｾﾞﾐ､ｳｼｶﾒﾑｼ､ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ､ｾﾀﾞｶﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ､ｲｼｶﾞｹﾁ
ｮｳ､ﾌﾘｯﾂｪﾎｳｼﾞｬｸ

特定種…豊かな自然の指標となる種、または生息数が減少し保護が望まれる種として、ある一定の基準を満た
すものとして抽出された動植物の種。
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アユ
田川はアユの産地として名高く、本川のほ

ぼ全域で確認され、初夏のシーズンには県外か
らも多くの釣り客が集まる。
淡水で生まれてすぐに海へ下り、産卵とは無

関係に再び淡水に戻る。成魚の生活場は、多く
が平瀬～早瀬である。

コフキトンボ
「自然のレッドデータブック・三重」に記載され
ている希少種。

ハマボウ
「自然のレッドデータブック・三重」における希少種。
神奈川県を分布の東限とする暖地性の植物で、三重県
では熊野灘沿岸地方に主として分布し、伊勢湾沿岸地
域では稀な植物群落となっている。
【提供：清水善吉氏】

カワラヨモギ
「自然のレッドデータブック・三重」における希少
種。海岸や河川敷の砂地や礫地に生息する。

チュウサギ
「環境庁レッドリスト」で準絶滅危惧種（NT）
として記載されている特定種で、近年個体数が
減少しつつある。

コアジサシ
｢自然のレッドデータブック・三重｣の希少種。本
州には夏鳥として渡来する種であり、大きな川の
中州や河岸、海岸の砂地等に集団で営巣する。
                         【提供：市川雄二氏】
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2.5 田川を特徴づける場所

○地域の有識者からなる「 田川環境特性懇談会」（平成９～10年開催）において、

田川を特徴づける場所として、以下の24箇所が抽出された。このうち、大臣管

理区間における箇所は９箇所である。

田川を特徴づける場所

らしさのキーワード 位 置 内 容

①
河口に広がる砂丘と
干潟 河口、

まつなせ

松名瀬海岸（0k 付近）
鳥類の休息地やハマボウ群落の生息等、生物
の生息場として貴重な環境を有している。

②
スズメ、ムクドリの
集団ねぐら

うおみ

魚見橋上流右岸（4.4～5.0k
付近）

ﾈｻﾞｻ､ｴﾉｷ､ｽｷﾞ等の河畔林が、鳥類の休息場と
なっている。

③ サギのコロニー
田川第二頭首工上流左岸
（6.2k付近）

ｴﾉｷ､ｽｷﾞ､ﾏﾀﾞｹ等の河畔林が、サギ類の集団営
巣地となっている。

④ 夏の川遊び
田橋上下流（7.5～8.0k付
近）

広い川原は、夏場を中心に水遊びをする家族
連れでにぎわいを見せる。

⑤ 神山神社の遷宮 田可動堰下流（10.0k）
河原の丸い白石は神山神社の伝統行事と深い
関わりを持っている。

⑥
神山付近の気品漂う
風景

松阪市
ほうだ

法田町（10.5～11.5k
付近）

田可動堰の広い湛水面と神山の山並み、河
畔林が調和した気品漂う風景を形成している｡

⑦
歴史を感じる両郡橋
周辺の風情

両郡橋付近（14.2k付近）
往事の繁栄の名残を残す古い町並みと 田川
の清流が調和した独特の風情を醸し出してい
る。

⑧
庄町付近のゆるやか
な流れ

松阪市
しょう

庄町付近（16～17k
付近）

川の中に点在する白い岩と透明感のある緩や
かな流れ、砂礫の川原が 田川を代表する景
観を呈している。

⑨ 昔ながらの風景
つ る

津留橋付近（22k付近）
手つかずの自然が残されており、津留の渡し
跡として賑わった当時の雰囲気が偲ばれる。

⑩ オートキャンプ場
せいわ

勢和大橋下流河川敷公園（29
～30k付近）

広い川原が開け、行楽シーズンになるとオー
トキャンプ等を楽しむ人々でにぎわいを見せ
る。

⑪
え び す が わ ら

恵比寿河原と奇岩・
奇石

松阪市
お い し

大石町～飯南町
たちばい

立梅
付近（32～41k付近）

香肌峡の入り口に位置し、河床の岩盤が奇岩、
奇石となって見事な河川景観を見せている。

⑫ ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
ちゃくら

茶倉と
たちばい

立梅
用水

飯南町
かゆみ

粥見付近（41k付近）
田川に触れ合う場を提供するほか、 田川
の水の大切さを伝承する場となっている。

⑬
清流を印象づける流
れ

あいづ

相津川合流点～
さくらばし

桜 橋付近
（44k付近）

田川の流れが周辺の山並み、水辺の林、白
い砂州と調和し、清流 田川を特徴づける風
景を見せている。

⑭
かばた

川俣
たろう

太郎とアユ釣り
飯南町粥見～

あ こ う

赤桶（41～56k
付近）

荒瀬、岩盤、大淵、大岩が連なり、「川俣太郎」
と呼ばれるアユが育つ区間である。

⑮
とちかわ

栃川合流点付近の風
景

栃川橋付近（48～49k）
瀬淵の連続したさまと沈み橋が調和し、 田
川を特徴づける風景を呈している。

⑯
みずや

水屋神社と
つぶていし

礫 石
あ こ う

赤桶橋付近（56k付近）
水屋神社付近の 田川は、国分け伝説にまつ
わる礫石があり、神秘的な雰囲気を与えてい
る。

⑰
たびき

田引の一本松 田引堰堤付近（60k付近）
和歌山街道の名残を残す松の大木が水面に姿
を映し、独特の風景を形成している。

⑱
つ づ ら く ま

九十九曲のキャンプ
場

飯高町
あわの

粟野付近（65～66k付
近）

田川で最も曲がりくねった区間であり、シ
ーズンには多くの人が渓流、峡谷の自然を楽
しんでいる。

⑲ 自然の学校 飯高町内（49～83k付近）
飯高町内を流れる 田川は、自然の営みを教
材として子供たちに川の大切さを伝える重要
な役割を果たしている。

：大臣管理区間
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らしさのキーワード 位 置 内 容

⑳
はぜ

波瀬本陣跡と 田川
飯高町

は ぜ

波瀬
にしぎり

西切（82.5k付
近）

古くから宿場町として栄え、川沿いの桜と古
い家並みが 田川の流れと調和した風景を形
成している。

渓流のリゾート地 飯高町
は ぜ の ぐ ち

波瀬野口（83k付近）
水と緑に親しむ渓流のリゾート地となってい
るほか、地域によって波瀬ユリが大切に育て
られている。

地域を守り、生活を
支える蓮ダム

蓮ダム周辺
周辺環境整備や水質の保全対策により、自然
と調和を目指したダムづくりが進められてい
る。

蓮渓谷・宮の谷 蓮ダム上流
多くの滝と急峻な崖が渓谷を特徴づける景観
を形成している。

禊ぎの川祓川 祓川
斎宮の禊ぎの場として利用された名残を残し､
歴史を感じさせる場となっている。

田川を特徴づける場所

：大臣管理区間

田
川

田川流域
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田田水田の水利権  

 

許可
慣行別

件数
最大取水量

（m3/sec）
面積
（ha）

件数
最大
取水
量

件数
最大取水量

（m3/sec）
件数

最大取水量

（m3/sec）
件数

最大取水量

（m3/sec）

許可 5 8.975 2532.2 2 0.128 1 0.347

慣行 1 － 3.5

許可 12 1.32274 238.6 3 1.722 3 12.246 1 0.006

慣行 11 － 832.94

許可 2 0.809 154

慣行 4 － 21.8

許可

慣行 9 － 32.48

許可

慣行 1 － 7.7

許可 2 1.173 328.4

慣行 1 － 5

許可 1 9.000

慣行

許可

慣行 2 － 29.8

許可 1 1.500

慣行

許可

慣行

許可

慣行

許可 7 0.495 142.6

慣行 60 － 116.28

許可 11 2.477 625 2 10.500

慣行 77 － 213.06

計 88 2.477 838.06 2 10.500

許可 7 9.784 2686.2 2 0.128 1 0.347 2 10.500

慣行 6 － 33

許可 21 2.99074 709.6 3 1.722 3 12.246 1 0.006

慣行 83 － 1016.5

許可 28 12.77474 3395.8 5 1.85 1 0.347 5 22.746 1 0.006

慣行 89 － 1049.5

支川

田川本川

佐奈川

大臣管理区間

県管理区間

祓川

大臣管理区間

大臣管理区間

県管理区間

青田川

大臣管理区間

県管理区間

その他

大臣管理区間

県管理区間

農業用水 水道用水 工業用水 発電用水

河川名

県管理区間

水系合計

大臣管理区間

県管理区間

合計

直
轄
管
理
区
間
を
含
む
支
川

その他支川

大臣管理区間

県管理区間

蓮川
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4.2 水利用の経緯 

（１）水利用の経緯 

○ 田田の水利用田田○田田○○○○から行われて○り田大○○○○（現○ 田可 

動○）田○○○○から平安○○に建設されたと伝えられる。江戸○○から明治○

○にか代て田田 田田下田部田代 田筋7箇所田祓田筋11箇所の取水○があったが田

土地改○事業により○の統田が行われ田現在にいたっている。 

○上水道として田田昭和 37 年から田松阪市田 田田からの取水田行っている年か田

飯高町田飯南町田多気町田の取水が行われている。また田蓮ダム田水源とした南

勢志摩水道事業が昭和 60 年から田三重県によって行われている。 

○工業用水道田田昭和 38 年に松阪工業用水道が一部給水田田じめ田現在田 7社 7工

場に最大 38,500m3/日の工業用水田送っている。 

○ 田田の田田○田田明治○○から行われている。 田田代田の○箇所の田  田所田田

いずれも大正○○に建設されたもの田あり田地田の産業や生活田支える基盤田あ

った。 
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田田水田の水利用の経緯  

 

 

（出典：沿川市町村役場 HP 及び市史・町史、水土里ネット・立梅用水事務所 HP、三重県企業庁 HP、三重県企業庁「三重の工業用水道」、中部

電電電電電電ット、三重県電電出電電「三重の水電発電」、電電三重電電電「 田川」他）  
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２）主な水利用の概要 

１）主な農業用水 

① 田田田田農業 水利 

 ○田容 
受益面積 2,736.2ha（松阪市1,824.9ha田明和町911.3ha） 

取水田 統田頭首工 最大6.200m3/s（1,138.4ha） 

第一頭首工 最大1.548 m3/s（840.1ha） 

第二頭首工 最大1.072 m3/s（407.0ha） 

麻漬頭首工 最大0.880 m3/s（350.7ha） 

水路延長 46,517.74m 

 

 〇経緯 
年 経   緯 

○○○○～平安○○ 大○○○○（現 田可動○）建設  

1893年（明治26年4月） 田田筋と祓田筋との間田田田水 条約書」締結 

1951年（昭和26年4月） 県県 田田祓田農業用水改○事業に県工  

田田筋 7箇所田祓田筋11箇所の○○田 田田筋○箇所田祓田筋 1

箇所に統田 

1955年（昭和30年） 田田頭首工田成  

1964年（昭和39年10月） 田田頭首工可動田県○  

1969年（昭和44年3月） 田田頭首工可動田（ 田可動○）田成   

1972年（昭和47年3月） 県県 田田祓田農業用水改○事業が田県  

 

 

 

○事業区田図 

（出（○ 田田田田農業水利事業（（（（（（田（（三重（（社田 田田」）   

（出（○ 田田田田農業水利事業（（（（（（）  
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②立梅用水 

 ○田容 

・取水田 田田用4.175m3/s・かんがい用3.277m3/s（慣行水利権） 

・かんがい面積 470ha（勢和村5地区・多気町8地区） 

・水路延長 代田28km・支田1km 

・田 田 ・中部田力（最大出力800kW) 

 

 ○経緯 
年 経   緯 

1808年（文田5年1月） 丹生村地士西村彦左衛門田庄屋長谷田周八立梅用水○設田田起する。 

1820年（文政3年2月） 紀州藩直属工事に県○。 

1823年（文政6年3月） 立梅用水田成 

工事費12,600余両田人夫247,000余人 

延長7里20余町（約30km） ○田面積160余町（約160ha） 

（最初の○○田田現在の飯南町桜橋下田約180mに設置する） 

1905年（明治38年3月） 立梅○○普通水利組田設立 

1919年（大正8年9月） 台風により○○全壊田失 

1920年（大正9年3月） 三重共同田力会社（現 中部田力）と毎年6月10日から110間のかんがい

期間田田き田田田用水路として使用する契約締結 

1921年（大正10年4月） 400m程下田に○○田（設田石張コ（クリー（造り 

（現在使用の○○） 

1951年（昭和26年4月） 県県立梅用水改○事業県工 

（波多瀬地田から○江地田ま田18,000m） 

1952年（昭和27年5月） 法改正により立梅用水土地改○区と組織変更・認可 

1971年（昭和46年5月） 県県立梅用水改○事業竣工 

立梅隧道1,100m田○江隧道847m田コ（クリー（○渠16,099m田総工費

31,490万円 

1988年（昭和63年4月） 県県かんがい排水事業（勢和地区）県工 

1995年（平成7年3月） 県県かんがい排水事業（勢和地区）竣工 

丹生地区3,559m 

波多瀬名○地区988m 

朝柄排水路613m 

丹生年場整備事業田の立梅用水工事3,143m 

これらの事業田成により全線三方コ（クリー（の恒久田施設となる。 

1995年（平成7年4月） 農業用河田応急対策事業（立梅地区）県工 

（工事概要）立梅○○補強田取水施設田水路（（ネルの抜代田改○ 

1998年（平成10年12月） 地田用水機能増進事業（県工） 

2000年（平成12年3月） 農業用河田応急対策事業（立梅地区）竣工 

2000年（平成12年4月） 田あぜ道とせせらぎ」づ田り推進事業田農林省田文部省に登録 

2001年（平成13年7月） 立梅○○・空石積の築堤・素掘りの（（ネル（3）・切り通し 

田6件田勢和村文田財指定となる。 

 

 

（出（○水土里ネ（（・立梅用水事務所 HP）
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○立梅用水位置図

（出（○勢和村立梅用水土地改○区（田んなの立梅用水し○り））
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２）上水道 

○水道事業の経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：沿川市町村役場 HP、市史・町史、三重県企業庁資料） 

 

地域の事項 松阪市 多気町 明和町 勢和村 飯南町 飯高町

1950 昭和25 上水道事業着工
1951 昭和26 井村水源が給水

開始

1955 昭和30 魚瀬に最初の簡
易水道が完成

1956 昭和31 波多瀬に最初の
簡易水道完成

1959 昭和34 上水道第１期拡
張工事着工

1960 昭和35 上水道第２期拡
張工事（? 田水
源地天王山配水
池電設）着工

1962 昭和37 井村、春日水源
閉鎖

相可・津田地区に
最初の簡易水道
完成

1966 昭和41 上水道第３期拡
張工事（第一水
源地増設）着工

1969 昭和44 宮前に最初の簡
易水道完成

1970 昭和45 上水道第４期拡
張工事（久保山
高所配水池電
設）着工

1972 昭和47 相津簡易水道完
成

1973 昭和48 上水道第５期拡
張工事（清水町
第二水源地、中
部大配水塔、天
王山配水塔）着
工

1974 昭和49 蓮ダム建設事業
着手

第二水源地完成

1983 昭和58 広域水道町全域
に給水開始

1985 昭和60 南勢志摩水道暫
定給水開始

広域化促進上水
道事業着工

出江簡易水道完
成（水道施設全
村完成）

1987 昭和62 南勢志摩水道一
部給水開始

南勢志摩水道給
水開始

県企業庁南勢志
摩水道多気浄水
場完成

南勢志摩水道給
水開始
統合簡易水道事
業着工

南勢志摩水道給
水開始

1988 昭和63 西部簡易水道完
成

1989 平成元 蓮ダム堪水開始 南勢志摩水道給
水開始

1991 平成3 蓮ダム竣工 南勢志摩水道給
水開始

広域化促進上水
道事業完成

1993 平成5 中央簡易水道統
合整備事業完了

1999 平成11 南勢志摩水道全
部給水開始
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○沿川市町村の上水道の利用状況は、一人一日平均約 368 リットルで、全国平均値 322 リ

ットルに比較して使用量が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田田市町村と三重県田全国の上水道利用状況（平成 13 年） 

 

（出（○田田市町村田三重県田田三重の水道概況(H13)；三重県環境部水環

境チーム」田全国田国土交通省水資源部（H12）） 
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（屋敷取水○ 大口配水池 

○）工業用水 

○松阪市の臨海部田田昭和 30 年○から活田に工場の立地が進田田工業用水の需要が増

えたことから田昭和 36 年に三重県により松阪工業用水道の建設に県○され田昭和

38 年 10 月から 14､000m3/日の給水田○始した。その後田水需要の増加にともない田

3回の拡張工事田経て田現在 38,500m3/日の給水能力田備えている。   

○現在三重県田田田4 件の工業用水道事業が運県されて○り田給水能力田北伊勢工業

用水道につい田松阪工業用水道が多田田7社 7工場に給水している。 
 

年 経   緯 

1961年（昭和36年） 松阪工業用水道工事に県○。 

1963年（昭和38年10月） 14,000m3/日田一部給水田○始。 

1988年（昭和63年4月） 38,500 m3/日田全部給水田○始。 

 

 
事業名 

松阪工業用水道 

給水区田 

松阪市 

水源 

田田  

給水能力（m3/日） 

38,500 

契約給水田（m3/日） 

38,500 

 

取水位置図 

(出（○三重県企業庁｢田えの工業用水道｣) 

（東黒部頭首工） 
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４）田田 

 ○経緯 
年 経   緯 

1903年（明治36年12月） 松阪水力田気株式会社創立。 

1904年（明治37年10月） 松阪水力田気株式会社により田津留地点から取水する鍬形田田所田

成 

1919年（大正8年9月） 台風により立梅○○全壊田失 

1920年（大正9年3月） ○○再築に当たり田三重共同田力会社（現 中部田力）と毎年6月10

日から110間のかんがい期間田田き田田田用水路として使用する契

約締結（波多瀬田田所） 

1921年（大正10年11月） 波多瀬田田所田成 

1921年（大正10年12月） 伊勢田気鉄道株式会社により田宮前田田所田成 

1922年（大正11年3月） 松阪水力田気株式会社により田下出江田田所田成 

1922年（大正11年5月） 松阪水力田気株式会社田三重田同田気株式会社に社名変更 

宮前田田所が三重田同田気株式会社に移管 

1961年（昭和36年10月） 鍬形田田所廃止 

1979年（昭和54年10月） 宮前田田所改修工事実施 

1984年（昭和59年11月） 波多瀬田田所改修工事実施 

1985年（昭和60年11月） 下出江田田所改修工事実施 

1990年（平成2年4月） 三重県企業庁により田蓮田田所の一部運転○始 

1991年（平成3年3月） 三重県企業庁により田蓮田田所の県業運転田○始 

1995年（平成7年10月） 三重県企業庁により田青田田田所の県業運転田○始 

 （出（○中部田力（（（（（（田三重県○書出版会田三重の水力田田」田三重県企業庁 HP） 

 

田田所施設概要 

河田名 田田所名 取水位置 
取水田

(m3/s) 

最大出力

（kW） 
落差（m） 運用○始年 

田田  

宮前田田所 

波多瀬田田所 

下出江田田所 

飯高町赤桶 

飯南町立梅 

勢和村下出江 

3.896 

4.175 

4.175 

830 

800 

740 

28.57 

25.76 

22.42 

T11.2 

T10.12 

T11.5 

蓮田 蓮田田所 蓮ダム 9.0 4,800 
(1 号機)  67.4

(2 号機） 67.3

H2.4 

（一部運転○始） 

青田田田

菅谷田 
青田田田所 

（青田田） 

（菅谷田） 

1.500 

0.510 
2,800 224.3 H7.10 

 

 
 

 

 

 

 

 

田田の水力田田所位置図  
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4.3 河田田田の状況 

(1) 河田田況 

○両郡橋地点の近年の田況田平成 3 年～平成 12 年の 10 ヶ年平均田田豊水田田

14.4m3/s田平水田田 7.7m3/s田低水田田 4.7m3/s田渇水田田 2.8m3/s田年平均田田

18.5m3/s 程度田ある。 

 

両郡橋地点実績田況 

地点名  豊水田田 平水田田 低水田田 渇水田田 最小田田
年平均 

田田 

田田 

(m3/s) 
14.35 7.70 4.66 2.77 1.95 18.47 

両郡橋 

(H3～H12) 比田田 

(m3/s･100km2)
3.79 2.03 1.23 0.73 0.51 4.88 

全国平均 

(H3～12) 

比田田 

(m3/s･100km2)
5.12 2.92 1.89 1.06 0.67 5.06 

 

 

豊水田田○年間 365 日のうち田95 日田これ田下回らない田田 

（大きい方から○よそ 25%に相当する田田） 

平水田田○年間 365 日のうち田185 日田これ田下回らない田田 

（大きい方から○よそ 50%に相当する田田） 

低水田田○年間 365 日のうち田275 日田これ田下回らない田田 

（大きい方から○よそ 75%に相当する田田） 

渇水田田○年間 365 日のうち田355 日田これ田下回らない田田 

（大きい方から○よそ 97%に相当する田田） 
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②田田の季節変動 

○渇水年（平成 8年）○○平水年（平成 11 年）の月田の平均田田田○した。 

○渇水年田平水年ともに田12～○月の田田田少な田田4 月以降増加し田８～９月の台

風期に最大となっている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平水年田渇水年の定義田以下のと○りとした。 

 平水年○両郡の年総田出田が田近年 10 ヵ年（平成４～13 年）田６番田の年（平成 11 年） 

 渇水年○両郡の年総田出田が田近年 10 ヵ年田最小の年（平成 8 年） 

平成４～13年 月別平均流量
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渇水年○○平水年の田況の季節変動（両郡地点） 
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○両郡地点下田の田田の縦断変田として田両郡地点下田のかんがい期田非かんがい期

の田田について田同○田田観測結果田○した。取水のため下田にい田にしたがい田

田が低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両郡地点下田の田田の縦断変田 

平成12年5月2日（かんがい期；4/1～10/31)
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○両郡上田の田田の縦断変田田かんがい期田非かんがい期のそれぞれについて田両郡地

点の田田田基に推定した。 

 

 

 

 

※支田田入田田田両郡地点の自然田田の比田田換算田田田算出 

両郡地点上田の田田の縦断変田 

平成８年５月２４日（渇水年かんがい期）
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田田水田  取排水田統模式図 

※取水田許可水利権の田○した。 
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排水樋管位置図 
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4.4 水利用の状況 

①両郡下田の水利用 

○両郡下田の取水田と両郡の田況について田渇水年（平成8年）と平水年（平成11年）

の状況田○した。 

○渇水年田ある平成８年田田取水田と両郡田田田比較するとその差が少ないため田し

ろかき期田ある４月半ばから６月上旬にか代て田取水地点下田の河田田田が減少し

ていると推察される。 

○平水年田ある平成 11 年田田６月上～中旬にか代て田取水地点下田の河田田田が減少

していると推察されるが田それ以外の期間田河田水田田十田にあるものと見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両郡地点の田田と両郡地点下田の水利用の状況 
 

※両郡地点下田の水利用田田 田田田田農業水利田松阪市水道田松阪工業用

水道の取水実績田田田した。 

○各用水田の月田取水田田田農業用水田５月がピークとなって○り田工業用水や上水
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0

5

10

15

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流
量

(m
3
/
s)

両郡地点流量

平成11年（平水年）

0

5

10

15

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流
量

(m
3
/
s)

両郡地点流量

両郡地点下流の水利用

両郡地点下流の水利権量



 102

田年間年ぼ一定田の取水田ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田田下田の各用水田月田取水 田（平成４～１○年平均） 
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4.6 正常田田 

○正常田田と田田河田の田水の正常な機能田維持するために必要な田田のこと田あり田

舟運田漁業田景観田塩害防止田河口閉塞防止田河田管理施設の保護田地下水位の維

持田動植物の保護田田水の清潔の保持等田総田田に考慮し田渇水○に○いて維持す

べき田あるとして定められた田田（維持田田）○よ○それらが定められた地点より

下田に○代る用水のために必要な田田（水利田田）の双方田満足する田田田あって田

適正な河田管理のために定める田田田ある。 

 ○平成 15 年 10 月に 田田水田河田整備基代方月が月定し田両郡橋地点に○代る田水

の正常な機能田維持するため必要な田田田田最大概ね９m3/s とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
正常田田の検討項田 

・動植物の保護 

・景観 

・流水の清潔の保持 

・漁業 

・舟運 

・塩害の防止 

・地下水位の維持 

・河川管理施設の保護 

・河口閉塞の防止 

 

 取水のための流量（水利流量） 

正常流量 

 河川環境等の保全のための流量 

 （維持流量） 



 110

4.7 蓮ダムの利水田画 

（１）ダムによる水資源○田と補給の考え方 

○河田に○代るダムの水質源○田の考え方田田ダムの運用によって田豊水○に田水田

ダムに貯留し田渇水○にダムから貯留水田補給することにより年間田通じて河田か

ら取水田可能にする。 

 

1 年間の田田の変田とダムによる水資源○田のイメージ 
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○河田の田田が多いときに田必要な田田超える水田ダム田貯める。 

 

ダムによる水資源○田の考え方（河田の田田が多いとき） 

 

○河田の田田田少な田田必要な田田確保田きないときに田ダムから補給する。 

 

ダムによる水資源○田の考え方（河田の田田が少ないとき） 
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(2)蓮ダムの利水田画 

○蓮ダム田南勢
なんせい し ま

志摩水道事業の水源として田松阪市田伊勢市田鳥羽市等への水道用

水田供給して○り田地田の田展に欠かせない水源となっている。 

○南勢志摩水道事業の概要 

 南勢志摩水道田田三重県企業庁により南勢地田○○志摩地田の 17 市町村へ水道用

水田供給している事業田田昭和 63 年度に南勢水道と志摩水道田統田し田南勢志摩

水道として現在に至っている。 

 
 南勢志摩水道供給事業 

 南勢田 志摩田 

田画田標年次 平成17年度 

田画給水人口 395,100 人  

 332,200 人  62,900 人  

3市7町2村 5町 給水区田 

伊勢市 松阪市 鳥羽市 
い そ べ

磯部町 
あご

阿児町 
だい○う

大王町 

 飯南町 多気町 明和町  志摩町 
田まじま

浜島町 

 た ま き

玉城町 
○ ば た

小俣町 
ふ た 田

二見町  

 
わたらい

度会町 
せ い わ

勢和村 
田 そ の

御薗村  

 

 

 

給水区田図 
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（3）ダム運用の状況 

○蓮ダムの運用について田平水年（平成 11 年）と渇水年（平成８年）の状況田○し

た。 

○春先に貯水位が増加し田その後水利用の多い４～６月にか代て田貯水位が低下して

いる。 

○河田田田の多い６～７月に貯水位が増加し田7～10 月頃にか代て田○○むね洪水期

制限水位田維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓮ダムの運用の状況 
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（4）渇水○に○代る蓮ダムの効果 

○平成６年○○平成８年に節水などの渇水が生じた。その間田蓮ダム田田田下田取水

への補給等田行った。両郡地点田ダムがあった場田とない場田の田田田推定すると

下図のように田田の改善が見られる。 
 

 

 平成６年夏渇水取水制限の状況 

年月日 蓮ダム貯水田 

千ｍ3（貯水率） 

渇水対策の経○等 

H 6.7.15 

H 6.7.20 

 

 

H 6.7.26 

H 6.7.27 

7,503 （60.5％） 

6,012 （48.5％） 

 

 

8,664 （69.9％） 

9,926 （80.0％） 

田田渇水田整田田会田  

田田渇水田整協田会設立  

7 月 23 日から第１次節水 

（上水 10％田工水 20％田農水 20％）実施する 

7 月 26 日から第１次節水緩和（自主節水） 

7 月 27 日節水解田 
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平成８年度渇水取水制限の状況 

年月日 蓮ダム貯水田 

千ｍ3（貯水率） 

渇水対策の経○等 

H 8.4.19 

H 8.4.24 

H 8.5.7 

H 8.5.8 

 

H 8.5.31 

H 8.6. 4 

 

 

 

H 8.6.27 

H 8.7.18 

H 8.7.19 

14,057 （49.5％） 

12,476 （43.9％） 

 7,678 （27.0％） 

 7,496 （26.4％） 

 

 3,924 （13.8％） 

 2,691 （ 9.5％） 

 

 

 

 4,998 （40.3％） 

10,063 （81.2％） 

10,157 （81.9％） 

第１回 田田渇水田整協田会第備会  

第２回 田田渇水田整協田会第備会  

第１回 田田渇水田整協田会  

第１次節水 

（上水自主節水田工水自主節水田農水 40％）○始 

第１回 田田渇水田整協田会田田会  

第２回 田田渇水田整協田会  

第２次節水 

（上水約 50 千ｍ3/日田農水以外の不特定用水約 50 千

ｍ3/日農水自田取水）に強田 

第２回 田田渇水田整協田会田田会  

第○回 田田渇水田整協田 会田田会 
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（5）蓮ダムの運用 
○蓮ダムの運用田田両郡地点の田田田基第として行っているが田近年の小雨傾向等の

ため田近年の田況田田下田の水利田田・維持田田田満足する放田が困難となってい

る。 
蓮ダム操作規則 

期  間 
確保流量 

(m3/s) 

利水制限流量 

(m3/s) 

4/1～ 6/9 5.112 7.112 

6/10～ 6/25 9.150 11.150 

6/26～ 9/20 8.170 10.170 

9/21～10/31 5.112 7.112 

11/1～ 3/31 3.462 5.462 

 
※確保田田○田水の正常な機能田維持するために必要な田田田ダムからの補給田伴って確保す

る田田。 
 利水制限田田○河田からの取水やダムへの貯留に○いて田田河田田田がこの制限田田田超え

る場田の田田その超える範囲田に○いて取水や貯留が田き田取水田が不足する田

田ダム等の施設から補給田受代る必要がある。 
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（2）河川水質の変動の状況 

①経年変化 

 ○ 類橋の BODは昭和46年類ピークに昭和50年代前半類で減少類類類るが、

その後は流域の開発（流域人口の増加や宅地面積の増加）に伴類微増傾

向にあるが、近年は 0.7～1.1mg/l で安定的に推移類類類る。 

 ○大腸菌群数は、昭和 50年代前半以降、年々増加傾向にあるが、近年は 5,600

～24,000MPN/100ml で安定的に推移類類類る。 

 ○総窒素、総リンは、昭和 50 年代前半類ピークに減少類類おり、近年は総

窒素 約 1.0mg/l、総リン 約 0.02mg/l で安定的に推移類類類る。 

 

②縦断変化 

○BOD は津留橋上流で、概ね 1.0mg/l 程度で推移類類類る。津留橋よりも下

流では水質はやや改善類類類る。 

○大腸菌群数は、津留橋上流で、370～4,300MPN/100ml で推移類類類る。津

留橋よりも下流では増大類、最大 17,000MPN/100ml である。 

○総窒素、総リンは、人為的な影響がほとんどな類蓮ダム流入部で、総窒素 

0.4mgl、総リン 0.013mg/l である。 類橋では総窒素  0.9mg/l、総リン 

0.018mg/l である。 

 

③経月変化 

○ＢＯＤは、河川水量の少な類１～３月に最も高類値類示類、最大 1.0mg/l

である。４月以降は 0.3～1.0mg/l で推移類類類る。 

○総窒素、総リンは、年間通じ類変動幅は小さく、総窒素は 0.64～1.15mg/l、

総リンは 0.010～0.023mg/l で推移類類類る。 

 

 

 

 

 

 

 

※大腸菌群数…水の類尿等による汚染の程度類表す指標。大腸菌群には、人や動物の腸内に生存類類類る大腸

菌と水中、土壌など広く自然界に分布類類類る細菌とがあるが、それぞれ分離することが困難な類め、一括

類類大腸菌群と類類類る。類類大腸菌群数の単位のＭＰＮは、Most Probable Number（最確数）の略で、統

計的確率から割り出類類算出類類値のことである。 

 総窒素、総リン…水中に含類れる窒素、リンの量類示す。窒素、リンは植物プランクトンの栄養源となる類

め、必要以上に増加すると、プランクトンなどの異常発生の原因になる。 
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水質の経年変化 
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（３）流域からの汚濁負荷量の状況 

○中南勢水域流域別下水道整備総合計画（三重県）により、河川に到達する

流達負荷量類単位面積当類りに換算類類示類類。 

○上～中流域の飯高町、飯南町（①、②）では自然系の負荷量が大きく、50％

類越え類類る。 

○中流域の勢和村、多気町（③、④）では、家庭系や家畜系の負荷量が大き

類。 

○下流域の 類川○川流域の（○）では、家庭系の負荷が大半類○め、約 77%

である。類類、祓川流域付近（⑥）では家畜系の負荷量が大きく、約 68%

である。 

○単位面積当類りの汚濁負荷量は下流ほど大きく、 類川○川下流域（○）

で最も大きく約 8.2kg/日・km2である。 
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(4) 水質保全に向け類取り組み 

 ①生活排水処理の現状 

○水質汚濁の原因ともなる生活排水は、下水道、合併浄化槽等の施設で処理さ

れるが、その処理率は類だ低類状況にある。 

 
 

生活排水処理率の状況（平成１３年度末現在） 

区域 公共 

下水道 

農業集落

排水施設 

漁業集落

排水施設

ｺﾐｭﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 

合併 

浄化槽等 

計 

類川流域  

6 市町村 

11.6％ 2.0％ － 29.4％ 43.2％ 

全国 63.5％ 2.3％ 0.3％ 7.6％ 73.7％ 

※処理率(％)＝各施設による処理人口計/区域内人口計 

                 出典)平成 14 年度版 三重県環境白書、三重県統計書 
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②生活排水対策の今後の取り組み 

○沿川市町村では、生活排水による負荷削減の類め、生活排水対策推進計画

類平成 10 年に策定類類おり、農業集落排水施設、特定地域生活排水処理

施設等の導入類進め類類る。 

 

市町村名 目標年次 主要施設の概要 備 考 

松阪市 平成 28 年 流域関連公共下水道の整備（計画人口

121,000 人） 

農業集落排水施設の整備（16 地区） 

下水道につ類類は、進捗

率は約 18%（H15.3 末） 

明和町 平成 28 年 流域関連公共下水道の整備 

明和町公共下水道（フレックスプラン）の

整備 

農業集落排水施設の整備（４地区） 

生活排水の処理率は約

29％（H15.3 末） 

多気町 平成 28 年 特定環境保全公共下水道の整備（整備面積

366.0ha） 

農業用集落排水施設の整備（５地区） 

公共下水道は H16.4 供

用開始予定。 

農業集落排水は４地区

で供用類類類る。 

生活排水の処理率は約

65%（H15.12） 

勢和村 平成 28 年 集合処理：農業用集落排水施設の整備（１

地区） 

個別処理：合併処理浄化槽設置整備事業 

生活排水の処理率は約

21%（H15.3 末） 

農業集落排水は H16 年

度から供用開始予定 

飯南町 平成 28 年 浄化槽市町村整備推進事業による合併浄

化槽の整備 

生活排水の処理率は約

45%（H15.3 末） 

飯高町 平成 28 年 浄化槽市町村整備推進事業による合併浄

化槽の整備 

生活排水の処理率は約

32％（H14.3 末） 
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4.9 蓮ダムの水質 

(1)蓮ダムの水質の現状 

○蓮ダムの水質は、ダム建設後ほぼ安定類類水質類維持類類類るが、ダムで水

類貯留する事により、淡水赤潮や濁水長期化等の水質問題が発生類類類る。

この類め、選択取水整備や表層循環装置、流入水制御フェンス、人工生態礁

と類っ類水質保全対策類実施類類類る。今後もさらに、貯砂ダムで堆積類類

土砂類ダム下流に投入するなど、水質改善に向け類の取り組み類実施類類類

く。 
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濁度…水の濁りの程度類表す指標。 

SS…水中に浮遊類類類る不溶解性の

粒子状物質の量。水の濁りの原因

となる。 

COD(化学的酸素要求量)…水中の有機

物類酸化剤で化学的に分解類類

ときに消費される酸素の量類類

類、湖沼、海域の有機汚濁の代表

的な指標。 

総窒素、総リン…水中に含類れる窒

素、リンの量類示す。窒素、リン

は植物プランクトンの栄養源と

なる類め、必要以上に増加する

と、プランクトンなどの異常発生

の原因になる。 

クロロフィルａ（chl-a）…水中の植

物プランクトンの量類表す指標｡ 

蓮ダム貯水池の水質 
 



 127

 

（２）蓮ダムの水質問題の発生機構 

○蓮ダム貯水池における、濁水現象と富栄養化現象との関係につ類類は、

これ類での調査結果に基づくと、以下の模式図の様に考えられる。 

蓮ダムにおける水質問題発生機構模式図 

 

蓮ダムの流域には人家や事業所など人為的な負荷源がな類類め、平水時

の流入河川は清澄な水質である。類か類、出水時は大量の土砂類含んだ濁

っ類水が流入する。自然状態では出水後は透明な河川水に短期間に戻るが、

ダムは出水時の水類貯留類類、河川水が少なくなっ類ときに補給すること

類目的の一つと類類類る類め、どう類類も出水時の水類貯め類、その後

徐々に放流することとなる。 

既往調査により、蓮ダムに流入する土粒子は、沈みにく類性質類持っ類

類ることに加え類、植物プランクトンの栄養となる窒素やリン類含んで類

る（正確には粒子の周囲に付着類類類る）。この類め貯水池の、類かも表

層に侵入類類濁水は濁水長期化の直接の原因になることに加え類、淡水赤

潮の原因藻類類含む植物プランクトンの栄養源になっ類類ると考えられ

類類る。こう類っ類実態および原因類考慮類類、蓮ダムでは水環境にかか

る施策類実施類類類る。 
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※平成12年度河川水辺の国勢調査（利用実態調査）における利用者数（実数）の合計値を示のた。 

（調査日：平成12年4月29日、5月5日、5月15日、7月30日（蓮ダム7月20日）、7月31日、11月3日、平成13年1月8日） 

の川における河川田○の○○○利用状況（平成 12 年） 

＜蓮ダム＞ 

＜ の川本川○○○○○○＞  





 134

5.5 流域の○民団体の活動状況 

○ の川○流○の○○○○○○での活動団体は○○ののおりである。活動のている

団体数は少ない。 

 

の川を田田ー田田ののた田な活動  

活動田体 活動内容 

志摩半島野生動物研究会 

 

○ の川河○、松名瀬○岸で○○観察会を○○  

松阪子供の水辺○○会 ○河川の田田学習等の活動支援を全国的に展○のている「子供

の水辺サポートセンター」の「子供の水辺」ののて平成 14

年 7 月に登録 
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６．河川管理の現状 

6.1 河川管理施設と許可工作物 

（１）河川管理施設と許可工作物 

○ ○川○○○の○○管理○○○河川管理○の管理○○施設 (河川管理施設)は、堤

防  護岸等の他、堰１ヶ所、水門１ヶ所、樋門・樋管 30 ヶ所があり、これらの河

川管理施設の状況を把握し、適正な処置を講じ○ため、河川の巡視、点検を行って

い○。 

○ ○川可○堰は○○ 30 年年年年した ○川年年工を、○○ 44 年年改築し可○

化したもの○あり、他の管理施設と比べて老朽化が進ん○い○。 

○他の管理○が管理○○施設（許可工作物）も、堰 7 ヶ所、樋門・樋管 16 ヶ所、

揚水機場 7 ヶ所、橋梁 25 ヶ所あ○。 

○特年、橋梁は 13 橋が河川から見た安全上必要な基準（河川管理施設等構造令）

を満たしていない（桁○高不足、径○長が短い）。 

 

河川管理施設、許可工作物一覧表（大臣管理区間） 

種  別 施設別 河 川 名 個所数 

直 轄 田川  １ 堰 

（頭首工） 許 可 田川  

佐奈川 

３ 

４ 

直 轄 祓 川 １ 水  門 

許 可   － 

直 轄 田川  

佐奈川 

２０ 

１０ 

樋門・樋

管 

許 可 田川（祓川田田田）  

佐奈川 

１０ 

６ 

直 轄   － 揚水機場 

 許 可 田川  ７ 

直 轄   橋 梁 

許 可 田川  

佐奈川 

１２ 

１３ 

注）河川管理施設…ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止めなどの河川管理者が管理する施設。 

許可工作物…河川法第 26 条第 1 項の河川管理者の許可田受けて、設置される工作物。 

樋門、樋管、水門…堤内地の雨水や水田の水田川に排水する場合、川の水位が洪水などで高くなった

時に、その水が堤内地側に逆流しないように設ける施設。このような施設のなかで、堤防の中にコンクリ

ートの水路田通し、そこにゲート設置する場合、樋門または樋管と呼ぶ。また堤防田分断してゲート田設

置する場合、その施設田水門と呼ぶ。水門はゲート田閉めた時に堤防の役割も果たす。 

揚水機場…河川から水田汲み上げるための施設 

堰・頭首工…農業用水、工業用水、水道用水などの水田川から取水するために、河川田横断して水位

田制御する施設。 

 

  

 

 中村排水樋管 
中村輪中年設置されてい○排水のための樋管 
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（２）橋梁、堰の現状 

 

橋梁の状況 

橋梁名 管理 位置 年年年 目的 河川管理施

設等構造令

備考  

（ ○川 ）    桁○高 径○長 

新松名瀬橋 三重県 1.6+110 S41 県道 否 × × 

松名瀬橋 三重県 1.8+61 S38 県道 否 × × 

松阪東○橋 国土交通省 2.0+150 S50 国道23号 適   

○平橋 松阪市 3.0+8 S26 市道 否 × × 

魚見橋 三重県 4.2+190 S37 県道 否 × × 

近鉄橋 近畿日本鉄道 7.6-30 S5 鉄道 否 × × 

○橋  三重県 7.8+100 架替中 県道 適   

ＪＲ橋 東海旅客鉄道 10.8+26 S5 鉄道 否 × × 

新両郡橋 国土交通省 13.6+30 H10 国道42号 適   

両郡橋 三重県 14.2+60 S31 県道 否 × × 

水管橋 三重県企業庁 15.0+4 S61 上水道 適   

多気松阪橋 多気町 16.2+48 H12 町道 適   

（佐奈川）      

朝長橋 多気町 0.2+75 S44 町道 否 ×  

新橋 三重県 0.6+25 S48 県道 適   

ＪＲ橋 東海旅客鉄道 1.4+34 S55 鉄道 適   

池上橋 多気町 1.6+95 S49 町道 適   

立花尾橋 多気町 2.6+120 S53 町道 適   

○峯橋 多気町 3.0+17 H6 町道 適   

槇尾橋 多気町 3.2+193 S57 町道 適   

西山橋 三重県 3.8+150 S11 県道 否 × × 

新西山橋 三重県 4.2+40 H8 県道 適   

○子○橋 三重県 4.2+138 S36 県道 否 × × 

小野寺橋 三重県 4.6+103 S49 県道 否 × × 

落合橋 多気町 5.2+58 S10 町道 否 × × 

佐奈川橋 国土交通省 5.4+5 S31 国道42号 否 × × 

 

堰の状況 

堰の名称 管理 位置 年年年 目的 形式 備考 

（ ○川）      

祓川水門 国土交通省 10.4+130 S30 可○堰  

東黒○年年工 三重県企業庁 3.6+40 S26 工業用水 固定  

○田田年年工  三重県 5.6 S42 農業用水 固定  

○田田年年工  三重県 8.0+30 S38 農業用水 可○堰  

○可○堰  国土交通省(兼用) 10.4+120 S29 （農業用水） 可○堰 老朽化 

（佐奈川）     

多気用水堰 土地改良○ 1.6+40 S49 農業用水 可○堰  

多気田２用水堰 土地改良○ 2.6+122 S52 農業用水 可○堰  

島○用水堰 中西末蔵 4.2+160 不明 農業用水 固定堰  

佐奈用水堰 中西末蔵 4.8+180 不明 農業用水 固定堰  
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6.2 観測施設 

○ 田川では流○に雨○観測所 10 箇所、水位観測所 9 箇所田設置し、河川管理の重要な

情報源となる雨○、水位、流○等の観測田行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川水田雨○・水位・流○観測所設置位置田  
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6.3 河川情報の高度化 

○洪水時等における迅速かつ正確な情報収集及び伝達田目指して、光ケーブルや CCT

Ｖカメラの整備等田進めている。 

○ 田川における光ケーブルの整備○○は○○○○ km で、CCTV カメラは 11 箇所で設

置されている。 (平成 14 年度末○○) 

 

ＣＣＴＶカメラ、光ケーブルの設置箇所（平成 14 年度末○○） 
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6.4 防災 

（１）水防体制 

○洪水・高潮等年よ○被害の発生を防止または軽減○○ため、国・・地方自治体の

関関機関が関関し、水防関○を関関か関関関年行関ため関関機関からな○関 ○

川水防関絡会」を設置してい○。関絡会○は危険箇所の周知徹底、出水期前の河

川巡視や水防資機材の○認等を行ってい○。 

 

○川水防関絡会の構年機関  

機 関 名 

国土交通省 三重河川国道事務所 

三重県 

 

県土整備○  

松阪地方県民局建設○ 

松阪市 

多気町 

 

○蓮ダム○は、放○年伴関危害を防止○○ととも年情報関絡を関関年実施○○ため、

関関機関からな○関蓮ダム放○関絡会」を設置してい○。 

 

蓮ダム放○関絡会の構年機関 

機 関 名 

国土交通省 三重河川国道事務所 

蓮ダム管理所 

三重県 松阪地方県民局建設○ 

企業庁 
み せ だ 年

三瀬谷発電管理事務所 

松阪警察署 

沿川市町村 松阪市、多気町、勢○村、飯南町、飯高町 
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（３） 浸水想定○域事 

○周辺住民の洪水年対○○知識・意識を高め○ことを目的として、平年 14 年年

浸水想定○域事の公表を行い、自・の住ん○い○地域の洪水氾濫年よ○浸水の可

能性と浸水の程度年関いて情報提供を行った。市町村○はこれをもと年、洪水氾

濫想定○域、避難場所、避難経路等を地事上年記載した洪水ハザードマップを作

年○○こととな○。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

浸水想定区○田…計画の基本となる降雨に対して、河

川が堤防決壊等により氾濫した場合に想定される浸水の

状況田示した田。 

 

○川浸水想定○域事  
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 6.5 水質事故 

○近年 10 ヶ年年おけ○水質事故は、油○の○出を中心とした事故が多く発生し

てい○。水質事故が発生した場合、オイルフェンスの設置等の対策を実施してい

○。 

○ ○川、
○ ず か

鈴鹿川、
く も ず

雲出川、
みや

宮川の直轄河川○河川・・水路年関わ○水質汚濁

対策年関○○○関関機関相互の関絡調整を事○ことを目的年、関三重四水系水質

汚濁対策関絡協議会」を設置し、水質の監視や水質事故発生防止年努めてい○。

協議会○は、水質の常時観測や資料収集、緊急時の関絡調整、水質汚濁対策の推

進、水質年関○○知識の普・・広報関○等を行ってい○。 

 

○川年おけ○水質事故の発生状況  

水質事故の種○ 
年 

油の○出 魚の・い死 
計 

平年 4年 0 0 0 

平年 5年 2 0 2 

平年 6年 0 1 1 

平年 7年 0 0 0 

平年 8年 0 1 1 

平年 9年 0 0 0 

平年 10 年 1 0 1 

平年 11 年 0 0 0 

平年 12 年 0 0 0 

平年 13 年 2 0 2 

合 計 5 2 7 

 

近年の水質事故の状況と対策 

発生年月日 種類 場所 原因 対策 

H8.6.7 魚のへい死 松阪市
し ん や し き

新屋敷地先 水温の上昇による

酸欠及び細菌感染

水質調査 

H10.10.28 油の流出 多気町津留 不明 オイルフェンスの設置 

H13.6.27 油の流出 多気町
まき

牧 交通事故（伊勢自田

車道からの流出） 

自田車道の清掃 

H13.11.8 油の流出 松阪市大石町 不明 オイルフェンスの設置 

吸着マットによる回収 

 

 

 

 

オイルフェンス年よ○対策イメージ 








